
＜対策のポイント＞
農業⽔利施設のきめ細かな⻑寿命化対策や機動的な防災減災対策等を⽀援します。

＜事業⽬標＞
○ 農業⽔路の⻑寿命化対策により安定的に農業⽣産が維持される農地⾯積（約20万ha［令和７年度まで］）
○ 湛⽔被害等が防⽌される農地及び周辺地域の⾯積（約21万ha［令和７年度まで］）

＜事業の流れ＞ ［お問い合わせ先］農村振興局⽔資源課 （03-3502-6246）
防災課 （03-6744-2210）
設計課 （03-6744-2201）
地域整備課（03-6744-2209）

ため池の保全・避難対策

ため池の廃⽌

施設情報整備・共有化対策

漏⽔防⽌のための整備

⽼朽化した施設の機能診断
洪⽔を安全に流下

堤体を開削

ため池の現地パトロール

ため池の整備

施設情報等のGIS化

機動的な防災減災対策きめ細かな⻑寿命化対策

【実施要件】 １、２の対策︓総事業費200万円以上、受益者数２者以上、
⼯事期間原則３年（ため池の場合は５年）以内 等

【実施区域】 農振農⽤地、⽣産緑地 等

1/2、定額 等
都道府県

国
都道府県

1/2、定額 等
市町村等

＜事業イメージ＞＜事業の内容＞
１ きめ細かな⻑寿命化対策
① 機能診断・機能保全計画に基づいた補修や更新※、パイプライン化、⽔管理のICT活⽤などに
よる⽔管理・維持管理の省⼒化、農業⽔利施設のスペア資材の確保を⽀援します。

② ハード対策を⾏うための機能診断・機能保全計画の策定、⼟地利⽤調整等を⽀援します。
２ 機動的な防災減災対策
① 災害の未然防⽌に必要な施設整備※（渇⽔時の⽤⽔補給のためのポンプ設置等を含む。）、
リスク管理のための観測機器の設置、農業⽔利施設の撤去、ため池の廃⽌（災害による被災を
契機に廃⽌することとなった農業⽤ため池の堤体の開削など、⼆次災害を防⽌するために⾏う応
急対策を含む。）等の防災減災対策を⽀援します。

② ハード対策を⾏うための耐震性点検・調査等を⽀援します。
③ 合併浄化槽への転換により⽤途廃⽌される農業集落排⽔施設の単独撤去を⽀援します。
④ 流域治⽔対策のための農業⽔利施設への危機管理システムの整備等を⽀援します。

３ ため池の保全・避難対策
ハザードマップの作成、監視・管理に必要な研修の開催、ため池サポートセンター等が⾏う管理者
への指導・助⾔等の経費を⽀援します。（ため池サポートセンター等への⽀援について、定率助成の
上限額を引上げ。）

４ 施設情報整備・共有化対策
農業⽔利施設情報等のGIS化を⽀援します。

農業⽔路等⻑寿命化・防災減災事業
【令和７年度予算概算決定額 28,150（28,150）百万円】

※下線部は拡充内容
※地域防災計画に位置づけられた避難路等の農道施設整備を含む。


